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秋田県宿泊応援事業アドオン・クーポン対象宿泊プランの考え方 

 

１ 基本的な考え方 

  通常の宿泊プランに次の項目を付け加えたプランとする。なお、既に以下の内容がセットになっているプランはアドオン・クーポン対象宿泊プラ

ンとして販売が可能。 

No. 項目 内容 例 

① 体験等プラン 

県内事業者が実施する体験アクティビティや伝統文化体験等をセットにした宿

泊プラン 

※観光や体験要素を含んだ内容のプログラムであること 

 

（対象となる体験等） 

○アウトドア体験 

観光イベント等の有料券、体験アクティビティ（登山、トレッキング、サイク

リング、スキーリフト券、樹氷ツアー、スノーモービル、チュービング等）、テ

ントサウナ、伝統文化体験 等 

 

○インドア体験 

観光文化施設等の入場券及び特別展、工場見学、伝統工芸品制作体験、舞妓体

験、食づくり体験（きりたんぽ、そば打ち等）、ものづくり体験（吹きガラス、

陶芸、アクセサリー等）、伝統芸能体験、伝統文化体験、アート体験 等 

 

 

スキーリフト券付き宿泊プラ

ン、樹氷ゴンドラ券付き宿泊

プラン、提灯絵付け体験宿泊

プラン、紙風船上げ体験付き

宿泊プラン 等 
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２ プラン造成の判断基準について 

・原則として、通常販売価格（税込）の合計が 2,000円以上の体験等、地酒及びお土産がセットになった宿泊プランを対象とする。 

 ・食プランは、単品で提供した際 2,000円以上となるメニューを提供した場合対象とする。 

 ・「1,000円の地酒飲み比べ」＋「1,000円の稲庭うどんのお土産」のような複数項目の組み合わせで 2,000円を越える場合も対象とする。 

 ・お土産とプレゼントは同一の認識と捉え、「カップルプランの特典で箸置きプレゼント」や「アニバーサリーケーキ付きプラン」も上記④の対象

とする。ただし、上記④に記載のとおり、お土産（プレゼント）は県内事業者が製造または販売するものとする。 

（対象とならない体験） 

 ゲームセンター、映画館、ボウリング、ビリヤード、卓球、ヨガ、鍼灸、マッサ

ージ、エステ、散髪、パソコン教室、将棋・囲碁・麻雀大会、学校教育・部活動の

一環、その他県が対象としないと判断したもの 

② 食プラン 

宿泊事業者が提供する特色ある県産食材を２品以上活用した夕食メニューをセ

ットにしたプラン 

※宿泊施設以外の飲食店と連携した食事券付プランも対象とする。 

みなせ牛ステーキ付きプラ

ン、秋田県産天然ふぐセット

付きプラン 等 

※いずれもメインとなる料理

の以外にも県産食材を活用 

③ 地酒プラン 宿泊事業者が提供する本県の地酒をセットにしたプラン 地酒３種飲み比べプラン 等 

④ お土産プラン 

県内事業者が製造または販売する本県の特産品がセットになったプラン 

※QUOカード、汎用的な商品券、ギフト券などの換金性の高いものは対象外と

する。ただし、地域の観光協会や商工会等が主導して、地域内のお土産店や飲食

店で使用できるチケットは対象とする。 

稲庭うどんのお土産付きプラ

ン、提携する郷土料理屋での

お食事券付きプラン 等 

⑤ その他県が認めたプラン   


